
例規制定概要書 

 

１ 対象例規と制定改廃の別 

（１）佐倉市保育園等の利用に関する規則の改正 

（２）佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の改正 

 

２ 背景 

（１）求職活動要件について 

   「求職活動」を事由とする支給認定の有効期間は、雇用保険制度に基づく

失業等給付日数を踏まえ、９０日を限度として市町村が定める期間を経過

する日が属する月の末日までとされています。本市においては、当該期間を

２か月としていましたが、保護者の活動期間の確保と利便性の向上、円滑な

就労移行の支援を目的として、支給認定期間を９０日に変更するものです。 

（２）就学要件について 

   保護者の就学要件については、月１３日以上かつ１日当たり４時間以上

を基準に認定を行っています。しかしながら、この基準には満たないものの、

実態として相当程度就学している世帯も見受けられます。このため、当該下

限時間数の制限を撤廃し、実態に即した認定を可能とすることで、保護者の

利便性の向上及び認定に係る公平性の確保を図ろうとするものです。 

（３）佐倉市立根郷保育園からの転園について 

   佐倉市立根郷保育園は、令和１１年度から民営化される予定です。当該保

育園を利用する児童の保護者の中には、当該保育園から他の保育園への転

園を希望する者も一定数いることが想定されることから配慮を行うことが

必要です。 

 

３ 対応方針 

（１）佐倉市保育園等の利用に関する規則関係 

  ア 求職活動の認定期間を９０日に変更します。 

  イ 就学要件の下限時間数の制限を撤廃します。 

  ウ 佐倉市立根郷保育園からの転園を希望する場合は、合計指数に１０点

を加算します。 

（２）佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則関係 

   求職活動にかかる教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の期間を

９０日に変更します。 

（３）本規則の改正規定は、令和９年４月１日から施行します。 

 



４ 政策内容 

今回の改正により、制度運用の実態適合性を高め、公平性の確保及び保護者

の利便性の向上を図ります。 


